
子
ど
も
医
療
費
の
助
成
制
度
が�

拡
大
さ
れ
ま
す

こ
れ
ま
で
、
小
学
校
３
年
生
ま
で
の

お
子
さ
ん
の
入
通
院
・
調
剤
医
療
費
と

小
学
校
４
年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生
の

入
院
を
対
象
と
し
て
き
ま
し
た
が
、
平

成
26
年
８
月
診
療
分
か
ら
中
学
校
３
年

生
ま
で
の
通
院
と
調
剤
医
療
費
等
も
対

象
を
拡
大
し
て
助
成
し
ま
す
。

登
録
が
お
済
み
の
方
に
は
、
新
し
い

受
給
券
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、
医

療
機
関
へ
受
診
さ
れ
る
際
は
受
給
券
を

提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
児
童
で
ま

だ
子
ど
も
医
療
費
受
給
券
を
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
子
ど
も
医
療
費
助
成
受
給

券
交
付
申
請
が
必
要
で
す
の
で
、
子
育

て
支
援
課
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
高
校
生
等
の
医
療
費
助
成
制
度
が

始
ま
り
ま
す

市
で
は
、
新
た
に
高
校
生
等
の
医
療

費
助
成
制
度
を
開
始
し
ま
す
。
こ
の
制

度
は
、
健
康
保
険
（
国
保
・
社
保
・
共

済
等
）
に
加
入
し
て
い
る
18
歳
（
高
校

３
年
生
）
ま
で
の
方
で
、
就
学
（
各
種

学
校
可
）
し
、
保
護
者
に
監
護
さ
れ
て

い
る
お
子
さ
ん
が
病
気
や
ケ
ガ
で
医
療

機
関
を
受
診
し
た
際
に
保
険
診
療
の
一

子
育
て・教
育

部
負
担
金
を
助
成
し
、
保
護
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
も
の
で
す
。

制
度
の
内
容

平
成
26
年
８
月
１
日
以
降
に
高
校
生

等
が
病
院
や
薬
局
等
で
健
康
保
険
の
適

用
さ
れ
る
診
療
等
を
受
け
た
場
合
、
保

護
者
が
支
払
う
一
部
負
担
金
か
ら
高
校

生
等
医
療
負
担
金
（
３
０
０
円
ま
た
は

無
料
）
を
差
し
引
い
た
額
が
償
還
払
い

さ
れ
ま
す
。

※
健
康
保
険
の
対
象
で
な
い
も
の
（
健

康
診
断
・
予
防
接
種
・
差
額
ベ
ッ
ド

代
・
証
明
手
数
料
）
や
学
校
内
で
の

負
傷
・
交
通
事
故
な
ど
の
第
三
者
行

為
は
助
成
対
象
外
で
す
。

助
成
金
支
給
の
手
続
き

①
事
前
に
登
録
申
請
を
行
い
ま
す
。

※
登
録
に
は
、
学
生
証
の
写
し
、
保
護

者
と
本
人
の
健
康
保
険
証
が
必
要
で

す
。

②
医
療
機
関
を
受
診
し
た
場
合
は
、
医

療
機
関
で
一
部
負
担
金
を
支
払
い
、

医
療
費
助
成
申
請
書
に
領
収
書
を
添

付
し
て
市
に
申
請
し
ま
す
。

③
市
は
助
成
申
請
書
の
審
査
を
行
い
償

還
払
い
し
ま
す
。

※
所
得
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方
や

市
税
等
の
滞
納
が
あ
る
と
助
成
が
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　
子
育
て
支
援
課�

☎
(80)
２
６
３
１

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
・
ひ
と
り

親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
制
度
の�

届
出
の
提
出
を
忘
れ
ず
に
！

◆
児
童
扶
養
手
当

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方
（
支
給
停
止
中
の
方
を
含

む
）
は
、
現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
現
況
届
は
、
８
月
１
日
の
現
況
を

確
認
し
、
児
童
扶
養
手
当
を
引
き
続
き

受
け
ら
れ
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
も

の
で
す
。
提
出
が
な
い
と
、
８
月
分
以

降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
２
年
以
上
届
け
出
が
な
い

場
合
は
、
手
当
の
支
給
を
受
け
る
権
利

が
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。な

お
、
対
象
者
に
は
、
７
月
末
に
現

況
届
の
用
紙
を
郵
送
し
て
い
ま
す
が
、

届
い
て
い
な
い
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※
手
当
支
給
開
始
か
ら
５
年
（
ま
た
は

支
給
要
件
に
該
当
し
て
か
ら
７
年
）

を
経
過
し
て
い
る
方
は
「
児
童
扶
養

手
当
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由

届
出
書
」
と
関
係
書
類
も
併
せ
て
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
該
当
者
に
は
、

届
出
用
紙
を
送
付
し
て
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当
と
は

父
母
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父
親
ま

た
は
母
親
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
母
子
家
庭
・

父
子
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安
定
と
自
立

を
支
援
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
手

当
を
受
給
す
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
（
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）。
申
請

に
は
、
個
々
に
必
要
な
書
類
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等�

助
成
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
制

度
を
利
用
し
て
い
る
方
の
助
成
期
間
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

引
き
続
き
、
こ
の
制
度
の
利
用
を
希
望

す
る
方
は
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
期
間
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
の
な
い
場
合
は
、
８
月
分
か
ら

の
助
成
制
度
を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
こ
の
助
成
制
度
を
利
用
し
て
い
る
方

に
は
、
７
月
末
に
申
請
用
紙
を
郵
送

し
て
い
ま
す
。
届
い
て
い
な
い
場
合

は
子
育
て
支
援
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

提
出
期
間　
８
月
１
日
㈮
～
31
日
㈰

�

（
土
日
を
除
く
）

休
日
受
付　
８
月
31
日
㈰

�

午
前
９
時
～
午
後
５
時

問　
子
育
て
支
援
課�

☎
(80)
２
６
３
１
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山
武
地
区
高
校
進
学
相
談
会

山
武
地
区
の
中
学
生
と
保
護
者
を
対

象
に
、
各
高
校
の
特
色
を
説
明
し
、
入

試
情
報
等
を
提
供
し
ま
す
。
学
校
別

ブ
ー
ス
で
、
個
別
相
談
を
実
施
し
ま

す
。

日　
時　
８
月
31
日
㈰

　
午
前
10
時
～
午
後
3
時

場　

所　

城
西
国
際
大
学
千
葉
東
金

キ
ャ
ン
パ
ス　
水
田
記
念
図
書
館

参
加
費　
無
料
（
予
約
不
要
）

参
加
校
〈
公
立
〉
松
尾
高
校
、
成
東
高

校
、
東
金
高
校
、
東
金
商
業
高
校
、

大
網
高
校
、
九
十
九
里
高
校

〈
私
立
〉
横
芝
敬
愛
高
校
、
千
葉
学

芸
高
校

問　
九
十
九
里
高
校　
中
村
教
頭

�

☎
(76)
２
２
５
６
Ｆ
(76)
９
９
４
４

�

Ｍk.kujukuri-h1@
chiba-c.ed.jp

産
　
業

面
接
練
習
セ
ミ
ナ
ー
参
加
者
募
集

面
接
の
経
験
が
な
い
方
・
面
接
の
ポ

イ
ン
ト
を
知
り
た
い
方
に
お
勧
め
で
す
。

日　
時　
８
月
12
日
㈫　
午
後
１
時
半

～
午
後
４
時

場　
所　
横
芝
光
町
町
民
会
館
（
横
芝

光
町
役
場
と
な
り
）

対　
象　
就
職
を
希
望
し
て
い
る
15
～

39
歳
ま
で
の
方

定　
員　
20
人
（
要
事
前
予
約
）

参
加
費　
無
料

応
募
方
法　
前
日
ま
で
に
電
話
で
申
し

込
み

申
・
問　
横
芝
光
町
産
業
振
興
課

�

☎
０
４
７
９
(84)
１
２
１
５

焼
く
な
！　
捨
て
る
な
！�

�

農
業
用
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
や
マ
ル
チ
被
覆
な

ど
で
使
用
し
た
農
業
用
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

類
（
廃
プ
ラ
）
は
、
自
ら
の
責
任
で
適

正
に
処
理
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
お
り
、
不
法
投
棄
や
野
焼
き
を
す
る

こ
と
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協
議
会
で

は
、
地
域
ご
と
に
一
斉
回
収
日
を
設
け

て
回
収
処
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
回
収
に
は
産
廃
処
理
契
約
農
家
の
登

録
が
必
要
で
す

一
斉
回
収
日

・
詳
し
く
は
、
農
家
組
合
に
配
布
す
る

回
覧
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

・
農
ビ
、
農
ポ
リ
の
分
別
、
梱
包
荷
姿

等
表
を
参
考
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

・
農
ビ
に
は
、
農
家
登
録
番
号
を
必
ず

記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

【
山
武
地
域
】

８
月
19
日
㈫

�

Ｊ
Ａ
日
向
園
芸
出
荷

組
合

８
月
21
日
㈭

�

Ｊ
Ａ
睦
岡
園
芸
出
荷

組
合

８
月
22
日
㈮

�

さ
ん
ぶ
野
菜
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
集
出
荷
場

８
月
28
日
㈭

丸
朝
園
芸
組
合

９
月
３
日
㈬

�

睦
岡
園
芸
組
合

【
成
東
地
域
】

10
月
８
日
㈬

�

Ｊ
Ａ
成
東
支
所

　
　
　
　
　
　
小
川
商
店
①

10
月
９
日
㈭　
Ｊ
Ａ
南
郷
支
所
①

10
月
15
日
㈬　
Ｊ
Ａ
緑
海
支
所

10
月
17
日
㈮　
Ｊ
Ａ
鳴
浜
支
所

２
月
25
日
㈬　
小
川
商
店
②

２
月
26
日
㈭　
Ｊ
Ａ
南
郷
支
所
②

【
蓮
沼
地
域
】

10
月
17
日
㈮　
Ｊ
Ａ
蓮
沼
支
所

【
松
尾
地
域
】　

10
月
21
日
㈫　
Ｊ
Ａ
豊
岡
支
所

10
月
23
日
㈭

�

Ｊ
Ａ
松
尾
支
所

　
　
　
　
　
　
Ｊ
Ａ
大
平
支
所

搬
入
上
の
注
意
点

①
品
目
ご
と
に
区
別
し
て
梱
包
す
る

②
石
、
金
属
、
竹
片
、
木
片
・
ゴ
ム
類

な
ど
は
絶
対
に
混
入
さ
せ
な
い

（
毎
年
、
小
さ
な
ゴ
ム
類
な
ど
の
混

入
が
有
り
、
非
常
に
困
っ
て
い
ま

す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。）

③
極
力
水
分
を
取
り
除
く

④
回
収
場
所
に
て
、
線
量
計
で
放
射
能

測
定
を
行
い
ま
す
の
で
、
必
ず
事
前

に
協
議
会
へ
の
登
録
と
持
ち
込
み
予

約
を
行
っ
て
お
く

※
個
人
搬
入
（
工
場
へ
の
直
接
搬
入
）

は
、
一
切
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
！

問　
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
対
策
協
議
会
事

務
局
（
農
商
工
・
観
光
課
内
）

�

☎
(80)
１
２
１
１

対象品目 回収荷姿 結束 その他

塩化ビニール
フィルム

重さ15kg程
度まででつづ
ら折り

同種類のもの
を紐にして２
箇所縛り

登録番号
記　　載

ポリエチレン
フィルム
農酢ビ
農ＰＯ
（軟質系）

同上又は杭を
利用したグル
グル巻き

同種類のもの
又はマイカ線
で２箇所縛り

登録番号
記載なし

ポリエチレン
フィルム
肥料袋
培土袋

重 さ10kg程
度で二つ折り

同種類のもの
又はマイカ線
で２箇所縛り

登録番号
記載なし

搬入対象品目規格
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